
募集や案内等、さまざまな
お知らせをお届けします。

お知らせ
Mihama　Information

Mihama　Information

町役場各部署直通電話番号

町各施設電話番号

３２－３１１１

歴史文化館
給食センター

な び あ す

町立図書館(なびあす内)

はあとぴあ

３２－１２１２

３２－００８３
３９－１１１６き い ぱ す

３９－１３０１丹生診療所

３２－３２００

東部診療所 ３７－２９１１

４５－２３００

総合体育館

エコクル美方
子育て支援センター

３２－０１９２
若狭国吉城歴史資料館

３２－００５０
３２－００２７ 
３２－２１１１

税　 務　 課

住 民 環 境 課

福　 祉　 課

健康づくり課 

商 工 観 光 課

農 林 水 産 課

土 木 建 築 課

出　 納　 室

議 会 事 務 局

上 下 水 道 課

３２－６７０２

３２－６７０３

３２－６７０４

３２－６７１３

３２－６７０５

３２－６７０６

３２－６７０７

３２－６７１０

３２－６７１１

３２－１３４１

３２－６７００

３２－６７０１

教 育 政 策 課 ３２－６７０８

総　 務    課

企 画 政 策 課
美浜創生戦略課

３２－６７１５
エネルギー政策課

３２－６７１６

みはまブランド開拓課
３２－６７１４

生 涯 学 習 課 (なびあす内)
３２－１２１２

美浜発電所の状況
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美浜1号機
廃止措置中(平成29年4月19日～)
第1回定期検査中(平成30年1月15日～)

美浜2号機
廃止措置中(平成29年4月19日～)
第1回定期検査中(平成30年1月12日～)

美浜3号機 第25回定期検査中(平成23年5月14日～)
今回の報告では、4月17日から5月16日までの美浜発電所の
状況等についてお知らせします。

全
国
原
子
力
発
電
所
所
在
市
町
村
協
議
会

の
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

　

5
月
14
日
に
、
全
国
原
子
力
発
電
所
所

在
市
町
村
協
議
会
の
総
会
が
全
国
都
市
会

館(

東
京)

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
当
協
議
会
の
会
員
29
市
町
村

の
首
長
及
び
議
長
等
が
出
席
し
、
平
成
29

年
度
事
業
報
告
や
平
成
30
年
度
事
業
計
画

等
が
審
議
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
案
審
議
後
に
行
わ
れ
た
国
と
の
意
見

交
換
で
は
、
内
閣
府
や
関
係
省
庁
出
席
の

も
と
、
原
子
力
発
電
を
取
り
巻
く
課
題
に

つ
い
て
、
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

意
見
交
換
で
、
山
口
町
長
は
、
主
に
次

の
2
点
に
つ
い
て
国
の
見
解
を
求
め
、
各

担
当
省
庁
か
ら
回
答
を
得
ま
し
た
。

◆｢

み
ん
な
あ
つ
ま
れ
!

ち
び
っ
こ
う
ん
ど
う
か
い｣

○
さ
く
ら
ん
ぼ
ひ
ろ
ば

6
月
13
日(

水)

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

● 

日 

時

● 

会 

場

は
あ
と
ぴ
あ

● 

講 

師

美
浜
消
防
署　

救
急
救
命
士

● 

対 

象

ど
な
た
で
も

● 

内 

容

家
庭
で
起
こ
り
や
す
い
乳
幼
児

の
事
故
や
万
が
一
の
時
の
対
処

法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
扱
い
方
等
に
つ

い
て
学
び
ま
す
。

● 

費 

用

無
料

● 

申
込
期
間

　

5
月
21
日(

月)

～
6
月
11
日(

月)

※
お
問
い
合
わ
せ
先　

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー(

担
当･

河
村)

☎
32
‐
０
１
９
２

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の

催
し
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

◆｢

救
急
救
命
士
さ
ん
に

教
え
て
も
ら
お
う
!｣

○
育
児
講
座

6
月
20
日(

水)

午
前
10
時
15
分
～
11
時
30
分

● 

日 

時

● 

会 

場

は
あ
と
ぴ
あ

● 

対 

象

在
宅
児
と
保
護
者

● 

内 

容

み
ん
な
で
体
操
し
た
り
、

か
け
っ
こ
を
し
た
り
し
ま
す
。

● 

定 

員

子
ど
も
60
人

※
町
内
の
方
が
優
先
と
な
り
ま
す
。

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

● 

申
込
期
間

　

6
月
1
日(

金)

～
6
月
18
日(

月)

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
企
画
政
策
課
︵
担
当･

石
井
︶

☎
32
‐
６
７
０
１

　

国
で
は
、
平
成
30
年
6
月
1
日
を
基
準

に﹁
平
成
30
年
工
業
統
計
調
査
﹂を
実
施
し

ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
国
の
製
造
業
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
国
や

地
方
公
共
団
体
の
行
政
施
策
の
重
要
な
基

礎
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

調
査
の
趣
旨･

必
要
性
を
ご
理
解
い
た

だ
き
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

対 

象  

　

町
内
で
製
造
業
を
営
む
事
業
所

● 

調
査
期
日

　

平
成
30
年
6
月
1
日
現
在

平
成
30
年
工
業
統
計
調
査
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

6
月
5
日(

火)

午
後
1
時
～
3
時

● 

日 

時

● 

会 

場

は
あ
と
ぴ
あ

● 

対 

象

ど
な
た
で
も

● 

内 

容

　

人
権
擁
護
委
員
が
、
い
じ
め
や
体
罰
、

暴
行
、
虐
待
、
差
別
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

等
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
応
じ
ま
す
。

● 

費 

用

無
料

● 

そ
の
他

　

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先　

　

福
井
地
方
法
務
局 

敦
賀
支
局

☎
25
‐
０
１
７
４

　

町
住
民
環
境
課(

担
当･

馬
野)

☎
32
‐
６
７
０
３

6
月
1
日
は｢

人
権
擁
護
委
員
の
日｣

特
設
人
権
相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ

(

内
閣
府
へ
の
質
問
と
回
答)

問
1

域
住
民
の
理
解
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
、
万
が
一
の
原
子
力
災
害
時
へ
の

十
分
な
対
応
に
よ
る
安
心
が
必
要
と
な
る
。

住
民
の
生
命･

身
体
を
守
る
こ
と
は
も
と

よ
り
、
住
民
が
安
心
し
て
原
子
力
と
の
共

生
が
で
き
る
よ
う
避
難
経
路
の
多
重
化
を

図
る
た
め
、
立
地
地
域
の
実
情
に
応
じ
た

道
路
整
備
に
つ
い
て
支
援
い
た
だ
き
た
い
。

答
1

道
路
整
備
に
つ
い
て
は
、
重
要
で

　美浜原子力規制事務所長を拝命しました、馬場康夫
と申します。
　前職は、原子力規制庁の広報室において、地方自
治体等からの要望対応の窓口や原子力規制委員会の
マスコミ対応等を担当していました。
　また、前々職は、敦賀原子力規制事務所長として、

▷ 5 月 7 日に着任された

美浜原子力規制事務所

所長 馬
ば ば

場　康
や す お

夫 氏

1 年 9 ヶ月、日本原子力発電 ( 株 ) 敦賀発電所等の
保安調査、保安検査等を行って、今回、2 度目の福
井県の勤務になります。
　当事務所は、原子力運転検査官及び原子力防災専
門官併せて 5 人が勤務しており、日々、関西電力 ( 株 )
美浜発電所に赴き、発電所の保安活動が適切に実施
されているかを確認するとともに、検査結果等を原
子力規制庁のホームページに公表しています。
　私たちは、業務遂行の透明性の確保、分かりやす
い情報発信を心がけて、広報活動に力を入れて取り
組んでいきたいと思っています。
　何卒よろしくお願いいたします。

原子力規制委員会　原子力規制庁

↑ 国との意見交換で国の
見解を求める山口町長

原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
に
は
地

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
国
土
交
通
省
の
予

算
で
対
応
で
き
な
い
部
分
を
ど
う
補
う
か

関
係
省
庁
で
引
き
続
き
対
応
を
検
討
し
て

い
き
た
い
。︵
内
閣
府
山
本
哲
也 

政
策
統

括
官
︶

(

経
済
産
業
省
へ
の
質
問
と
回
答)

問
2

球
温
暖
化
対
策
を
踏
ま
え
、
長
期
的
な
視
点

に
立
っ
た
考
え
の
も
と
、
原
子
力
の
今
後
の

方
針
を
明
確
に
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

答
2

国
の｢

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画｣

我
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
や
地

は
近
々
、
原
案
を
取
り
ま
と
め
る
予
定
だ

が
、
こ
れ
ま
で
も
原
子
力
は
重
要
な
ベ
ー

ス
ロ
ー
ド
電
源
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

お
り
、
策
定
に
係
る
審
議
に
お
い
て
も
安

全
性
に
優
れ
た
炉
を
追
求
し
、
将
来
に
向

け
て
人
材･

技
術･

産
業
基
盤
の
強
化
に

直
ち
に
着
手
す
る
べ
き
と
の
提
言
を
い
た

だ
い
て
い
る
。
２
０
３
０
年
、
２
０
５
０
年

に
向
け
た
提
言
を
踏
ま
え
た
上
で
、
立
地

市
町
村
に
こ
れ
か
ら
も
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

政
策
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
得
ら
れ
る
内

容
を
示
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
計
画
だ

け
で
な
く
、
ど
う
い
っ
た
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起

こ
し
て
い
く
の
か
を
示
し
て
い
き
た
い
。

　

原
子
力
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー

ジ
が
依
然
と
し
て
強
い
、
国
の
方
針
が
明

確
に
な
っ
て
い
な
い
と
の
批
判
を
い
た
だ

い
て
い
る
こ
と
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
明

確
な
方
向
性
を
示
し
、
何
よ
り
も
行
動
で

示
し
て
い
け
る
よ
う
取
り
組
み
を
具
体
的

に
強
化
し
て
い
き
た
い
。(

経
済
産
業
省

村
瀬
佳
史 

電
力･

ガ
ス
事
業
部
長
︶　



Mihama　Information

※お問い合わせ先　町美浜創生戦略課(担当･池田)�☎32‐6715※お問い合わせ先　町土木建築課(担当･増田)�☎32‐6707
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①親族との近居を目的とする

一戸建て住宅の新築 ･購入費補助

　新たに直系親族と近居する人。
　( 直系卑

ひ ぞ く

属の単独世帯は除く )

● 対象者

● 補助額
対象工事に要する費用の 2 分の 1 以内
( 上限 90 万円、1,000 円未満切り捨て )

②親族との多世帯同居を目的とする

　一戸建て住宅のリフォーム改修費補助

　町では、子育てや介護等、多世帯で助け合いながら暮らせるまちづくりを推進するため、

親族との ｢ 近居 ｣ や ｢ 多世帯同居 ｣ にかかる新築やリフォーム等費用の一部を補助します。

　交付申請書に必要書類を添付の上、町土木建築課へ提出してください。申請書は、町ホー
ムページからダウンロードするか、町土木建築課窓口に設置のものをお使いください。

町内で親族と近居 ･多世帯同居する人を応援します！

申込期間 6 月 1 日 ( 金 ) ～ 6 月 29 日 ( 金 ) ※申込者多数の場合は、抽選となります。

・工事は、平成 30 年 4 月 1 日以降に着工し、平成 31 年 3 月 1 日までに完成すること。
・町税等に滞納が無いこと。

● 対象となる住宅 ( ※ 2)
①敷地面積が 200 ㎡以上であること。
②建設 ･ 購入は、福井県内に主たる営業所を有す
　る建設業者または個人の業者で行うこと。
③新築または購入に要する費用及び諸経費を合計
　した額が 500 万円以上であること。

● 対象者
①町内にある、自ら居住するための住宅を

　改修する人。
②新たに多世帯同居をし、世帯数が 1 以上

　増える人。

申請方法

申請条件

(※2) 美浜東『美し野』ニュータウンでの住宅新築は対象となりま
　　　せん。美浜町定住促進事業補助制度をご利用ください。

● 対象となる空家

｢ 美浜町空き家情報バンク ｣ に登録されている住宅

　町では、町内の ｢ 空家 ｣ の購入やリフォームに要する経費の一部を助成します。

また、空家を賃借した場合の家賃の一部についても助成します。

町内の空家の活用を支援します！

● 対象者

①空家を購入する移住者 ( ※ 1) または子育て

　世帯。( ※ 2)

② 空家を購入 ･ 賃借し、リフォームする移住者

または子育て世帯。

● 対象となる工事

　個人が町内に所有する 1 戸建て住宅の修繕、改

修、模様替え等で、かつ、町内業者の施工による

30 万円以上の費用を要する工事。

● 補助額

･ 空家の購入に要する費用の 1 ／ 2 以内
･ 対象工事に要する費用の 1 ／ 2 以内
(いずれも上限100万円、1,000円未満切り捨て)

募集件数

1件①空家の購入に要する費用またはリフォーム工事に要する費用の補助

(※1)

18 歳になった日に属する年度の 3 月 31 日までの子

どもと同居している世帯

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
環
境
課(

担
当･

藤
村)

☎
32
‐
６
７
０
３

● 

対
象
物

　

廃
タ
イ
ヤ
、
バ
ッ
テ
リ
ー
、
農
機
具
、

ボ
イ
ラ
ー
、
水
道
ポ
ン
プ
、
金
属
製
ご
み
、

自
転
車
、
家
庭
用
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
焼
却
炉

(

町
か
ら
補
助
金
を
受
け
て
購
入
し
た
も
の

に
限
る)

等

・
6
月
16
日(

土)･

17
日(
日)

　

午
前
9
時
～
正
午

※
対
象
物
ご
と
に
処
理
料
金
を
負
担
し
て

　

い
た
だ
き
ま
す
。

・
6
月
18
日(

月)

～
22
日(

金)

　

午
前
9
時
～
午
後
4
時

　

町
住
民
環
境
課

● 

持
込
期
間･

受
付
場
所

廃
タ
イ
ヤ･

金
属
製
ご
み
等
の

受
け
入
れ
を
行
い
ま
す

環
境
月
間
特
別
企
画

※
廃
タ
イ
ヤ･

金
属
製
ご
み
等
の
受
け
入

　

れ
は
、
1
年
に
1
回
で
す
。

現在、福井県に住所を有していない方または福井県

に住所を有して 2 年を経過しない方

(※2)

※申込者多数の場合は、抽選となります。

交付申請書に必要書類を添付の上、町美浜創生戦略課へ提出してください。

申請書は、町ホームページからダウンロードするか、町美浜創生戦略課窓口に設置のも

のをお使いください。

申込期間 6 月 1 日 ( 金 ) ～ 6 月 29 日 ( 金 )

・工事は、平成 30 年 4 月 1 日以降に着工し、平成 31 年 3 月 1 日までに完成すること。
・町税等に滞納が無いこと。

申請方法

申請条件

　｢ 美浜町空き家情報バンク ｣ に登録
されている空家を賃借する方。

②空家を賃借した場合の家賃補助

● 対象者● 補助額
家賃月額の 1 ／ 2 以内
( 上限 20,000 円、1,000 円未満切り捨て )

補助開始日に属する月から賃貸借契約が終
了した月まで ( 最長 24 ヶ月 )

● 補助期間

募集件数

1件

募集件数

4件(※1)

募集件数

4件

6
月
29
日(

金)

午
後
2
時
～
3
時

● 

日 

時

● 

会 

場

な
び
あ
す

● 

対 

象

　

町
内
在
住
で
、
物
忘
れ
や
認
知
症
に
つ

い
て
不
安
の
あ
る
人
ま
た
は
そ
の
家
族

● 

内 

容

　

敦
賀
温
泉
病
院
と
高
齢
者
支
援
セ
ン

タ
ー
の
専
門
の
ス
タ
ッ
フ
が
対
応
し
ま
す
。

　

個
別
相
談
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

● 

定 

員

2
人

● 

費 

用

無
料

● 

そ
の
他

　

事
前
申
込
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先　

　

町
福
祉
課　

高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー

(

担
当･

藤
木)

☎
32
‐
６
７
０
４

物
忘
れ
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

● 補助額
① 新築住宅の建設または購入の場合 … 30 万円
② 中古住宅の購入の場合 … 50 万円
③　 ①と②において、町内に主たる営業所を有する

建設業者または個人業者が行った場合は 50 万
円を加算

(※1) 新築住宅の建設 ･ 購入…3 件、中古住宅の購入…1 件

● 対象となる改修工事

① ｢ 既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取

　りの変更 ｣｢ バリアフリー改修 ｣｢ 設備の改修 ｣

　のいずれかの工事。

②町内に主たる営業所を有する建設業者または

　個人の業者が施工する工事。

③ 30 万円以上の費用を要する工事。

　ただし、平成 30 年 4 月 1 日以降に、空家
に入居された方に限ります。
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町
の
公
共
施
設
で
は
、
地
球
温
暖
化
問

題
に
対
処
し
、
環
境
と
共
生
す
る
ビ
ジ

ネ
ス
ス
タ
イ
ル
の
定
着
を
図
る
た
め
に
、

ク
ー
ル
ビ
ズ(

夏
季
の
適
正
冷
房
に
よ
る

軽
装
勤
務)

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先　

　

町
総
務
課(

担
当･

山
口)

☎
32
‐
６
７
０
０

● 

実
施
期
間　

　

5
月
7
日(

月)

～
９
月
30
日(
日)

● 

取
り
組
み
内
容

・
適
正
冷
房(

28
℃
以
上)

の
実
施

・
適
正
冷
房
に
応
じ
た
軽
装(

職
員
と
し

　

て
の
信
用
と
品
位
を
損
わ
な
い
服
装)

　

で
の
勤
務

　

町
の
公
共
施
設
を
ご
利
用
い
た
だ
く
皆

さ
ん
に
も
、
適
正
冷
房
へ
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
会
議
等
の
ご
案
内
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
場
合
に
、
軽
装
で
の
ご
出
席
を
お

願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に

は
、
適
正
冷
房
に
応
じ
た
軽
装
で
の
ご
出

席
を
お
願
い
し
ま
す
。

｢
ク
ー
ル
ビ
ズ｣

に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

｢

児
童
手
当･

特
例
給
付�

現
況
届｣

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

● 

免
許
の
種
類　

● 

対
象
者

● 

試
験
内
容

免許の種類 使用できる猟具の種類

網猟免許
むそう網、はり網、
つき網、なげ網

わな猟免許
くくりわな、はこわな、
はこおとし、囲いわな

第一種
銃猟免許

ライフル銃、散弾銃、
空気銃(圧縮ガス銃を含む)

第二種
銃猟免許

空気銃(圧縮ガス銃を含む)

① 

県
内
に
住
所
を
有
す
る
満
18
歳
以
上

(

※)

の
方
で
、
新
た
に
網
猟
免
許
ま

た
は
、
わ
な
猟
免
許
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
方

③ 

現
に
取
得
し
て
い
る
狩
猟
免
許
と
異

な
る
種
類
の
免
許
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
方

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

嶺
南
振
興
局
二
州
農
林
部
林
業
水
産
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
22
‐
０
２
９
１

　

町
農
林
水
産
課
︵
担
当･

田
邊
︶

☎
32
‐
６
７
０
６

第1回 第2回

試験日 7月8日(日) 7月29日(日)

試験
時間

午前9時30分～
午後4時30分

午前9時30分～
午後4時30分

試験
会場

リブラ若狭
福井県立大学
永平寺キャンパス

申込
期間

5月1日(火)～
6月8日(金)

5月1日(火)～
6月29日(金)

平
成
30
年
度
狩
猟
免
許
試
験
を

実
施
し
ま
す

② 

県
内
に
住
所
を
有
す
る
満
20
歳
以
上

(
※)

の
方
で
、
新
た
に
第
一
種
銃
猟
免

許
ま
た
は
、
第
二
種
銃
猟
免
許
を
取
得
し

よ
う
と
す
る
方

● 

試
験
日
時･

会
場･

申
込
期
間

　

児
童
手
当
等
の
現
況
届
は
、
前
年
の
所

得
と
6
月
1
日
現
在
に
お
け
る
児
童
の
養

育
状
況
等
を
確
認
す
る
も
の
で
す
。

　

6
月
分
以
降
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に

必
要
で
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
必
ず
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先　

　

町
福
祉
課(

担
当･

八
木)

☎
32
‐
６
７
０
４

●
提
出
期
限

　

6
月
29
日(

金)

●
提
出
書
類

・
現
況
届　

・
受
給
者(

保
護
者)

の
健
康
保
険
被
保

　

険
者
証(

写)

※
平
成
30
年
1
月
1
日
に
美
浜
町
に
住
民

　

登
録
が
な
か
っ
た
人
は
、
平
成
30
年
度

　

｢

所
得
課
税
証
明
書｣(

扶
養
人
数
の
記

　

載
が
あ
る
も
の)
の
添
付
が
必
要
で
す
。

■現況届

↑対象者には用紙を郵送でお送りします

(

※)

試
験
日
現
在
の
年
齢

　

適
性
試
験
、
知
識
試
験
、
技
能
試
験

● 

そ
の
他

　

試
験
実
施
要
領
及
び
申
請
書
は
、
嶺
南

振
興
局
二
州
農
林
部
林
業
水
産
課
ま
た
は

(

一
社)

福
井
県
猟
友
会
で
配
布
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※お問い合わせ先　町歴史文化館(担当･松葉)�☎32‐0027

※事前に町歴史文化館まで申し込みをお願いします。( 会場に余裕がある場合、当日受付可 )

みはま
“郷育プログラム”

関連講座

歴史体験･座学

日時

会場

6 月16 日 ( 土 ) 午前 10 時～11時 30 分

美浜町歴史文化館　研修室 2

講師 多仁 照廣 氏 ( 元 敦賀短期大学 教授 )

内容 初見の古文書を紐解き、その場で読み解

き、解説する ｢ ライブ読解 ｣ を行います。

定員 50 人

美浜町の古文書についてⅣ

みはま土曜歴文講座
～見ながら、あれこれつぶやきながら

見てみましょう～

初見の古文書を紐解き、その場で読み解

見てみましょう～

受講料

無 料
※展示室への入室には
　入館料が必要です

ふ
く
い
合
同
就
職
面
接
会
が

開
催
さ
れ
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

福
井
県
労
働
局　

職
業
安
定
課

☎
０
７
７
６
‐
26
‐
８
６
０
９

● 

会 

場

ユ
ー
ア
イ
ふ
く
い

福
井
県
産
業
会
館
2
号
館

(

福
井
市
下
六
条)

● 

参
加
対
象
者

　

平
成
31
年
3
月
に
大
学
等
を
卒
業
す
る

予
定
の
方
及
び
卒
業
し
て
か
ら
3
年
以
内

の
方サ

マ
ー
求
人
企
業
説
明
会
が

開
催
さ
れ
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
敦
賀

☎
22
‐
４
２
２
０

● 

会 

場

き
ら
め
き
み
な
と
館

(

敦
賀
市
桜
町
1
‐
1)

● 

参
加
対
象
者

　

平
成
31
年
3
月
に
高
校
を
卒
業
す
る
予

定
の
方
と
そ
の
保
護
者

7
月
7
日(

土)

午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分

● 

日 

時

6
月
10
日(

日)

● 

日 

時

　

第
一
部　

午
前
11
時
～
午
後
2
時

　

第
二
部　

午
後
3
時
～
6
時

平
日
夜
間
エ
イ
ズ
相
談･

Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査
の
お
知
ら
せ

※
お
問
い
合
わ
せ
先　

　

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病 

友
の
会

☎
０
９
０
‐
２
８
３
０
‐
５
８
５
１

　

二
州
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
22
‐
３
７
４
７

6
月
5
日(

火)

午
後
6
時
～
8
時

● 

日 

時

● 

会 

場

二
州
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

(

敦
賀
市
開
町
6
‐
5)

● 

内 

容

エ
イ
ズ
に
関
す
る
相
談

Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査(

迅
速
検
査)

● 

費 

用

無
料

● 

そ
の
他

　

匿
名
で
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
事
前
に
電

話
で
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

6
月
16
日(

土)

午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

● 

日 

時

● 

会 

場

中
郷
公
民
館

(

敦
賀
市
羽
織
町
36
‐
1)

● 

対 

象

ど
な
た
で
も

● 

内 

容

神
経
内
科
医
師
や
看
護
師
、
薬

剤
師
、理
学
療
法
士
、医
療
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
保
健
師
と

の
個
別
相
談
、
懇
談
会
を
行
い

ま
す
。

● 

費 

用

無
料

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
医
療
懇
談
会
の

お
知
ら
せ

※
お
問
い
合
わ
せ
先　

　

二
州
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
22
‐
３
７
４
７

動
物
管
理
指
導
セ
ン
タ
ー
開
設
に

伴
う
窓
口
の
変
更
に
つ
い
て

　

動
物
管
理
指
導
セ
ン
タ
ー
の
開
設
に
伴

い
、
こ
れ
ま
で
保
健
所
で
行
っ
て
い
た
一

部
の
業
務
を
4
月
1
日
か
ら
セ
ン
タ
ー
で

行
っ
て
い
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先　

　

動
物
管
理
指
導
セ
ン
タ
ー 

嶺
南
支
所

☎
22
‐
３
７
４
７

●
　 

動
物
管
理
指
導
セ
ン
タ
ー
嶺
南
支
所
で

行
う
業
務

･

　 

動
物
に
関
す
る
苦
情
相
談
や
保
護
、
引

き
取
り
等

･

　

収
容
動
物
の
飼
養
管
理(

短
期)

･

　

譲
渡
会
の
開
催

･

　 

動
物
の
適
正
飼
養
に
関
す
る
普
及
啓
発

･

　

動
物
由
来
感
染
症
の
予
防
啓
発

● 

そ
の
他

　

動
物
管
理
指
導
セ
ン
タ
ー
嶺
南
支
所
と

保
健
所
の
電
話
番
号
は
同
じ
な
た
め
、
内

容
を
確
認
後
セ
ン
タ
ー
に
お
繋
ぎ
し
ま
す
。

県
内
企
業
１
８
０
社

● 

参
加
企
業
数

 

児

童

平成30年度 児童手当・特例給付 現況届
提 出 年 月 日 ※　受付確認年月日

福井県三方郡美浜町長　様 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

①（ふりがな）

受

給

者

⑥住所

（法人の主たる②性別氏　　名
事務所の所在地）（法人名等） 電話

（上欄と異なる場合に記入してください）ア．被用者
本年１月１日時点③生年 ⑤配偶者

イ．公務員④職業 有 ・ 無
月日 の有無 の住所

ウ．被用者等でない者

⑦（ふりがな）
⑨住所

ア．被用者 （⑥と異なる場合）
配偶

イ．公務員(勤務先：        )⑧職業 （上欄と異なる場合に記入してください）氏　　名者等
児童手当又は特例給付の支給要件の該当性を審査するため、 本年１月１日時点

ウ．被用者等でない者市区町村が必要な税情報の公簿等の確認を行うことに同意し の住所
ます。

※ ３ 歳 以 上 ※小学校修了後同居・別居 海外留学をしている 監護の 生 計 ※児童との関係で、 ※３歳未満の
小学校修了前 中学校修了前氏 名 続 柄 生 年 月 日 住 所

の別 場合の出国年月 有無 関 係 該当する場合に○印 児童○印 の児童○印 の児童○印

・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

ア．厚生年金保険 イ．国民年金 区 分 手 当 月 額⑫ 譲 渡 所 得 の 有 無 有  ・  無 判※以下の共済組合の組合員 ウ．その他(　　　 　)
3歳未満分である場合は括弧内に○を ⑬ 扶養親族等及び児童の数　　　　人 定⑪加入している公的年金 円

記入してください。 ・児童手当 3歳以上小学校修了前分制度の種別
うち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数　 　　人( )私立学校教職員共済 円控 除 後 の 所 得 額 所 得 制 限 限 度 額( )

( )国家公務員共済 中学生分
分所得額 ・特例給付

円( )地方公務員等共済 ⑭ 所得の状況
計 円円 円 円

 

審

査

控　　　　　　　　　　　　　　　　　除
分

小 規 模 企 業 共 済 等 障 害 者 控 除 額 寡 婦 ・ 寡 夫 ・ 勤 労 児 童 手 当 法 施 行 令
所 得 の 合 計 額 雑 損 控 除 額 医 療 費 控 除 額

掛 金 控 除 額 障 　 人 ・ 特 障 　 人 学 生 控 除 額 第３条第１項による控除

円 円 円 円 円 円 円

上記のとおり相違なく、現況を届けます。

払渡金融機関 平成　　年　　月　　日 氏名 印
配偶者

印
の氏名 電話

◎※印の欄は、記入しないでください。 住民となった日： 認定番号：
◎字は、楷書（かいしょ）ではっきり書いてください。 -
◎記入押印に代えて、署名することができます。


